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３月16日㈰から同23日㈰まで、びわ湖・淀川流域（滋
賀、京都、大阪）を会場に、国内外から水の関係者が集ま
り、世界の水問題についてさまざまなテーマで話し合う
「第３回　世界水フォーラム」が開催されます。
滋賀県では、「第３回　世界水フォーラム in 滋賀」と題
して、19日㈬から21日㈷までの３日間、海外の人たちも
多数参加する会議「フォーラム分科会」や、だれもが気軽
に水と触れ合うイベント「びわ湖水

みず

フェア」を開催します。
これまで、世界湖沼会議などを通じて国内外に発信して
きたびわ湖を中心とする水環境保全への滋賀の取り組み
を、さらに広く発信するとともに、水を守るための先進的
な世界の取り組みを知ることのできる絶好の機会です。
皆さんも、ぜひ「第３回 世界水フォーラム in 滋賀」に
参加して、世界の人たちとの交流を通じて、身近な水の大
切さや世界の水問題について考えてみましょう。

第３回　世界水フォーラム in 滋賀
◆びわ湖水フェア◆

日程 3月19日㈬～同21日㈷
会場 県立体育館、ピアザ淡海

お う み

、なぎさ公園（大津市内）
参加方法 当日、気軽にお立ち寄りください。（入場無料）
◆フォーラム分科会◆

日程 3月20日㈭、同21日㈷
会場 びわ湖ホール、大津プリンスホテル
参加方法 事前または当日の参加登録（有料）が必要です。
※登録窓口　第3回 世界水フォーラム登録事務局

☎03-5212-1640

問い合わせ先 第3回 世界水フォーラム滋賀県委員会事
務局☎077-528-3354、FAX077-528-4832、
ホームページアドレスhttp://www.pref.shiga.jp/wwf3/
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固
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商業地など（非住宅用地） 
負担水準 
７０％超 
６０～７０％ 
４０～６０％ 
３０～４０％ 
２０～３０％ 
１０～２０％ 
１０％未満 

 
新年度課税標準額 
評価額の７０％に引き下げ 
前年度課税標準額に据え置き 
前年度課税標準額×１０２.５％ 
前年度課税標準額×１０５.０％ 
前年度課税標準額×１０７.５％ 
前年度課税標準額×１１０.０％ 
前年度課税標準額×１１５.０％ 

住宅用地 
負担水準 
８０％超 
４０～８０％ 
３０～４０％ 
２０～３０％ 
１０～２０％ 
１０％未満 

 
新年度課税標準額 
前年度課税標準額に据え置き 
前年度課税標準額×１０２.５％ 
前年度課税標準額×１０５.０％ 
前年度課税標準額×１０７.５％ 
前年度課税標準額×１１０.０％ 
前年度課税標準額×１１５.０％ 

今年の縦覧は４月１日から
納税者が自分の土地や家屋の
評価額が適正であることを確認
できるよう実施するものです。
縦覧期間 ４月１日㈫～６月２
日㈪（土・日曜日、祝日は除
く）の８：30～17：15
必要なもの　①納税者および同
居の親族が縦覧するときは、
運転免許証やパスポートなど
本人確認ができるものか、市
が発行した固定資産税の課税
明細書（前年度以前のもので
も可）②代理人が縦覧すると
きは、納税者の固定資産税の
課税明細書か、納税者からの
委任状と窓口に来た人が委任
された本人であることの確認
ができるもの

課税台帳の閲覧
新評価額は4月１日から
4月１日から、固定資産課税
台帳の閲覧をするときも、本人
確認のできるものが必要になり
ます。
必要なもの　①納税義務者や同
居の親族が閲覧するとき、代
理人が閲覧するときは、縦覧
するときと同じもの（上記参
照）②借地人・借家人などが
閲覧するときは、賃貸借契約
書（原本に限ります）など賃
借権などの権利を証明する書
類と、本人確認ができるもの

課税台帳記載事項証明
４月１日から、「評価証明書」
などの名称を「固定資産税課税
台帳記載事項証明書」に改め、
交付を受けるときには、課税

台帳を閲覧するときと同じ書類
などの提示が必要になります。
また、平成15年度分の証明書
を交付するのは、４月１日から
です。

固定資産税は、毎年１月１日現在に土地・家屋・償却資産

を持っている人が、その固定資産の価格をもとに算定された

税額を、固定資産の所在する市町村に納める税金です。

問い合わせ先 税務課資産税
係☎22-1411（内線207）、
FAX22-1398


